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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

現行の基本方針でも、柔軟な
使用料設定について記載がある
が、今回の改訂においては、状
況変化等を的確に捉え、単純
な使用料設定だけでなく、利用
方法のあり方まで踏まえた上で、
柔軟な施設運営を行っていくこ
とを目指していきたいことから、
第3の柱の名称を「柔軟で戦略
的な料金設定・利用方法」へと
改めた。

修正①

(1)減免基準

障がい者団体（当事者・家族
等で構成）など構成員が数名
規模の団体について、構成員の
高齢化に伴い、団体の縮小が
進んでおり、現行の減免基準
（構成員の過半数以上）だと、
今後、構成員が1名減少しただ
けで減免の対象から外れる団体
が発生する見込みがあり、過去
にはそのような危惧を抱く障がい
者団体から、要件の見直しを求
める意見も出ていたとのことから、
要件の緩和を図った。

なお、高校生（中学生以下の
児童・生徒を含む）が占める団
体も、公平性の観点から両者と
も同様の緩和を図った。

修正②



＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

平成29年度改訂にあわせた表
現となっていたことから、文言を修
正した。また、一部文言整理を
行った。

修正③

(2)柔軟な使用料設定・利用方法

現行の基本方針でも、文中に
個人利用ができることを記載して
いるが、より強く推進していくことを
示すためにも、表で強調して記
載した。

修正④

(3)市外料金の原則

現行の基本方針では、市外料
金を「できる規定」で記載している
が、市外利用者のコストを市税
（市民）で負担することは適切
でないとの考えから、すべての公
共施設に市外料金を設定するこ
とを「原則」とし、利用者負担率
が100％以上となる※ ように改
めた。

※ 現行の基本方針の場合、市外割増
は、算定後の使用料の200％が上限と
なるので、仮に利用者負担率25％の
施設だと、市外利用者に200％の料金
を設定しても、50％分が公費負担とな
り、市外利用者の利用コストの半分を
市税で賄うことになってしまうため。

修正⑤



＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

（該当ページ無し） (5)効果的・効率的な施設運営と
施設の有効活用の検討に向けて

維持管理経費等は、使用料の
算定基礎となることから、効果
的・効率的な管理運営を行って
いくことを記載するとともに、審議
会でもご意見があった支払方法
の多様化も含め、経費とのバラ
ンスをみながら、利用満足度を
高めていくことを記載した。

また、施設特性等を鑑みても、
極端に利用が少ない施設につ
いては、原因分析・適切な対応
に努めること、それでも利用状
況が改善されない場合は、将
来的にはハード面の視点も含め
て検討していくことを明記した。

修正⑦

(4)営利等加算の原則

営利等のために利用する場合と
市民の通常利用を同じ使用料
とすることは適切でないとの考え
から、原則として、すべての施設
で営利等加算を設定する。
（市民利用時の200％）

※営利等加算の設定にあたっては、
庁内から営利・非営利を判断する
基準を設けるべきとの意見もあり、こ
の点も含めて、検討用資料として、
資料15を作成した。
（詳細は資料15で審議）

修正⑥



＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

平成29年度改訂にあわせた表
現となっていたことから、文言を修
正した。
また、減免後に10円未満の端
数が生じた場合の取扱いについ
て、施設所管から問い合わせが
多くあったことから、あわせて追
記（切り捨て対応）した。

修正⑧

使用料の検証は４年ごと、基本
方針の検証は８年ごとという考
え方に変更ないが、実際に使用
料改定・基本方針改訂を行う
かについては、維持管理経費の
変動や社会情勢や本市状況等
を踏まえて、総合的に判断する
こととした。（変動がない場合に
は、不要な事務作業を行わない
ように）

また、指定管理者の更新や大
規模改修を控えている施設等は
一斉改定とは異なるタイミングで
使用料の改定ができることとした。

修正⑨



＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

（該当ページ無し）

附帯設備（備品等）の使用料
設定の考え方については、これま
でも運用により、考え方の整理を
行っていたが、基本方針中に明
記していなかったことから、今回の
改訂にあわせて追記する。

修正⑩


